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はじめに 

まちの活性化には、住民自らが「自分たちのまちは自分たちで創る」という意

識の下、主体的にまちづくりを進める必要があります。 

本市では、このような“住民主体の活動”を推進するため、これまで、活動費の

助成や専門家派遣などの支援を行ってきましたが、これからは、より住民自らの

発意と創意工夫を生かせる手法が求められています。 

こうしたことから、近年、全国で注目されている「エリアマネジメント＊1」の

考え方とその手法について、本市でも積極的に導入し、その浸透を図りたいと考

えました。 

 

エリアマネジメントの特色は「公共施設等」を活用し、にぎわいづくりや財源

確保のための営利活動を行う、ということにあります。これは、住民の創意工夫

を導き、まちづくり活動の活性化に高い効果が期待できるとともに、本市全域に

おける様々な種類の活動において応用可能なものだと考えます。 

そして、本市において、このエリアマネジメントを着実に浸透させるには、活

動規模や組織の大小、志向する取組などに応じた支援を行うことが必要です。 

このため、都心や拠点地区等の事業者・住民等による活動を「大きなエリアマ

ネジメント」、町内会・自治会等の地域団体による活動を「小さなエリアマネジメ

ント」と２つに分け、各々の活動特徴を考慮した支援策を用意することとし、ま

ずは、大きなエリアマネジメントについて平成３１年２月に「広島市エリアマネ

ジメント活動計画認定制度＊2」を作り、運用を開始しました。 

今回は小さなエリアマネジメントへの支援として、町内会・自治会等が街区公

園等で行う活動を対象とした「公園活用による地域コミュニティ活性化支援事

業」を立ち上げます。 

この制度により、町内会・自治会等の小規模な「エリアマネジメント団体」に

おいても、エリアマネジメントの考え方に基づく取組が浸透し、本市のまちづく

り活動がさらに活性化することを願っています。 



 

 

＊1 エリアマネジメント 
地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業者・地権

者等による主体的な取組 
＊2 広島市エリアマネジメント活動計画認定制度 

都市機能が集中する地区等で行われるエリアマネジメントのうち、公共施設等を活用し
つつ、にぎわいづくり・環境維持等の多彩な活動を持続的に行うものについて、本市が
「認定」し、施設管理者等はこの認定に基づき、活動の支障となる規制を特例的に緩和す
る制度 
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１ 制度の概要 
(1) 制度の趣旨 

「小さなエリアマネジメント」は、町内会・自治会等によるまちづくり活動を支援す
ることにより、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。 

エリアマネジメントを実施する場合、本来は活動団体が地域の課題を的確に把握し、
まちづくりの将来像を定めた上で、必要な活動を展開することが望まれます。しかし、
将来像の設定や活動計画の策定には相当のノウハウや組織力が必要であり、町内会・自
治会等の規模の団体には容易ではありません。 

このため、まずは町内会・自治会等が管理可能な規模・用途の公共施設を対象に、施
設の利用に係る規制を緩和し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティの活動財
源確保の両方を実現する活動を支援するすることとしました。この取組を通じて徐々に
活動の意欲が高まり、地域の実情に応じた様々な取組が行われることを期待しています。 
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＜エリアマネジメントとは＞ 
１ エリアマネジメントの定義 

エリアマネジメントは、一般的には、「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向

上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組み」（国土交通省土地・水資

源局作成「エリアマネジメント推進マニュアル」〔平成 20 年 3 月〕）と定義されています。 

また、ここでいう「良好な環境や地域の価値の維持・向上」とは、快適で魅力に富む環境

の創出や美しい街並みの形成、資産価値の保全・増進等に加えて、人をひきつけるブランド

力の形成や安全・安心な地域づくり、良好なコミュニティの形成、地域の伝統・文化の継承

等、ソフトな領域のものも含んでいます。 

２ エリアマネジメントの主な活動内容 

エリアマネジメントの活動内容は、地区の特性により多種多様ですが、全国的に以下のよ

うな活動がよく実施されています。 

⑴ 地域ルールづくり等（地域ビジョン等の作成、共有、地域独自のルールの作成、運用等） 

⑵ 防災・防犯活動、環境維持活動（まちの清掃活動、防犯活動、防災活動等） 

⑶ にぎわいづくり、地域活性化 

⑷ コミュニティづくり 

⑸ まちの情報発信 

⑹ 公共施設や公共的空間の整備・管理 

⑺ 民間施設等の公的利活用 

⑻ 財源確保を主とした取組 

３ 大きなエリアマネジメントと小さなエリアマネジメントの違い 

本市では、エリアマネジメントを活動団体の規模や、活動地域の特性に合わせて「大きな

エリアマネジメント」と「小さなエリアマネジメント」に分けて制度の構築を行っています。 

なお、大きなエリアマネジメントについては、「エリアマネジメント活動計画認定制度」

を平成３０年度に新設し、その推進を図っています。 
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◆広島駅周辺や紙屋町・八丁堀など拠点性の 
 高い地区で、住民・事業者等で構成する 
 団体が、規制緩和により、公共施設や公共 
 的空間を有効活用 

 
 ① 来訪者を呼込み、地区を更に活性化 
 ② 活動団体の財源確保 

 

公 共 的 空間 の活 用 イメー ジ 

エリアマネジメント推進の考え方 

小
さ
な 
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◆市内各地域で、町内会・自治会等が、規制 
 緩和により身近にある公園等を有効活用 
 （営利活動や自動販売機の設置を検討） 

   
①  
② 町内会・自治会等の財源確保 

 

公園での出店（営利活動）のイメージ 
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⑵ 公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業の概要 

本制度は下記㋐～㋒に係る規制緩和から成ります。 
対象とする公共施設は街区公園等であり、町内会・自治会等が行う住民主体のにぎわ

いづくりに資する営利活動と活動財源の確保のための自動販売機の設置、さらに当該施
設の指定管理者の場合は公園改良の提案を認めます。 

本制度を利用する場合、それにより町内会等が得た収益は全て町内会等の活動財源に
充てることを条件としています。なお、本制度に基づく活動により生じる公園使用料は
免除します。 

㋐ 物品販売等を主目的とする営利活動の実施 
㋑ 自動販売機の設置（清涼飲料自動販売機に限る。） 
㋒ 公園改良の提案 
 

ア 物品販売等を主目的とする営利活動の実施 
・ 町内会・自治会等が、街区公園等において、住民主体のにぎわいづくりの活性化と

地域活動に係る財源確保を目的に、営利活動（物品販売等）を主目的とするイベン
ト等を実施する場合、これに係る規制を緩和します。 

・ 上記による公園の使用を希望する町内会・自治会等は、総会での議決や地元説明
等により地元同意を得た上で、各区地域起こし推進課へ実施計画書等を提出し、公
園使用許可申請に添付する副申書（推薦書）の作成を申請します。 

・ 地域起こし推進課は、申請内容が制度目的に合致するかを審査の上、副申書を交
付し、交付を受けた町内会・自治会等は、副申書を添付の上、各区維持管理課へ公
園使用許可申請を行い、許可を受けます。 

イ 自動販売機の設置 
・ 「公園清掃等報奨金制度利用団体」又は「街区公園等の指定管理者」である町内

会・自治会等について、活動財源の確保を目的に、街区公園等で定期的ににぎわい
づくり活動を行っている場合、現在認めていない自動販売機の設置を許可します。 

・ 自動販売機の設置を希望する町内会等は、総会での議決や地元説明などで地元同
意を得た上で、各区地域起こし推進課へ設置計画書等を提出し、公園施設設置申請
に添付する副申書（推薦書）の作成を申請します。 

・ 地域起こし推進課は、申請内容が制度目的に合致するかを審査の上、副申書を交
付し、交付を受けた町内会・自治会等は、副申書を添付の上、各区維持管理課へ設
置許可申請を行い、許可を受けます。 
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ウ 指定管理者制度における公園改良の提案（自主事業） 
・ 「街区公園等の指定管理者」である町内会・自治会等について、住民主体のにぎわ

いづくりの活性化と地域活動に係る財源確保を目的に、定期的なにぎわいづくり活
動行っている公園について、「公園施設（例：あずまや、物販用資材保管倉庫）の設
置」や「公園の改良」を指定管理の自主事業として認めます。 

・ 上記の自主事業の実施を希望する町内会・自治会等は、総会での議決や地元説明
等により地元同意を得た上で、各区地域起こし推進課の協力の下、各区維持管理課
と協議を行いながら指定管理の事業計画書を作成し、上記ア・イ同様に副申書（推
薦書）の交付を受けた上で、これを添付して維持管理課へ事業計画書を提出します。 

 （なお、指定管理期間中に公園改良の提案を行う場合は、指定管理の事業計画書を
修正し、副申書の交付を受けた上で、これを添付して維持管理課へ事業計画の変更
を申請することとなります。） 
※公園施設（都市公園法施行令第５条各号に示す施設 P49 参照） 

・ 維持管理課は、事業計画書の承認を行い、承認を受けた町内会・自治会等は、公園
施設設置許可申請書を提出し、許可を受けます。  

 

緩和内容及び手続き 

対象団体 町内会等 

報奨金団
体 

である 
町内会等 
（約 700 箇

所） 

指定管理
者 

である 
町内会等 
（約 80 箇

所） 

手続き 

実
施
可
能
と
な
る
活
動 

（
緩
和
内
容
） 

㋐営利 
イベント 

    
内規(公園施設の使用許可)の緩和 

㋑自販機※ × 
 

 自販機(公園施設)の設置・管理許可の緩和 

㋒公園改良 
（提案）※ × × 

 
公園施設設置管理・許可等の緩和 

（指定管理者制度の自主事業提案） 

※にぎわいづくりイベントを前年度２回以上実施が必要
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⑶ 対象となる場所（活動場所） 

町内会・自治会等の活動範囲内にある街区公園、近隣公園、地区公園及び緑地（指定
管理者制度又は広島市街区公園清掃等報奨金制度の対象となるものに限ります。以下
「街区公園等」という。） 

⑷ 対象となる団体（申請団体） 

 実施場所である街区公園等を活動範囲に含む次の①～③のいずれかに該当する団体
（以下「町内会等」という。）であること。 

① 単位町内会・自治会 
② 連合町内会又は地区社会福祉協議会 
③ 公益的活動を行うことを目的とし、かつ上記①②のいずれかの団体が構成員と

して加わる地域団体（例：○○地区まちづくり協議会） 

⑸ 対象となる要件 

ア 物品販売等を主目的とする営利活動の実施 

上記⑷に示す団体であること。 

 
イ 自動販売機の設置 

次の(ｱ)から(ｳ)の全てに該当する団体であること。 
(ｱ) 上記⑷に示す団体であること。 

(ｲ) 活動を実施する公園の指定管理者又は広島市街区公園清掃等報奨金交付要綱
に基づき活動を実施する街区公園等の清掃等を行っている団体であること。 

 （※申請者の構成団体が該当する場合も含む） 

(ｳ) にぎわいづくりイベント（P.50 を参照）を、活動場所である街区公園等にお
いて前年度中に２回以上実施している団体 

 
ウ 指定管理者制度における公園改良の提案（自主事業） 

次の(ｱ)から(ｳ)の全てに該当する団体であること。 
(ｱ) 上記⑷に示す団体であること。 

(ｲ) 活動を実施する公園の指定管理者となっている団体であること。 

(ｳ) にぎわいづくりイベント（P.50 を参照）を、活動場所である街区公園等にお
いて前年度中に２回以上実施している団体であること。 
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＜にぎわいづくりイベントについて＞ 

「にぎわいづくりイベント」とは、次のような内容のイベントを指します。 

にぎわいづくりイベント 

地域コミュニティのにぎわい創出に効果のある活動（にぎわいづくり活動）のうち、

街区公園等において公園使用許可を得て実施するもの 

・ 街区公園等で行う活動であっても、公園使用許可が不要な活動は、にぎわいづくり
イベントとして扱いません。また、当然ながら許可できない行為（禁止行為）は、該
当しません。 

・ 地域コミュニティに全く関係のないものは、にぎわいづくりイベントとして扱いま
せん。 

・ 営利活動であっても、集客効果がないものはにぎわいづくりイベントとして扱いま
せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にぎわいづくりイベントの対象となる主なもの 
項 目 備  考 

スポーツ大会 自由使用の範囲内（公園使用許可が不要）のものは対象外。 

花火 自由使用の範囲内（公園使用許可が不要）、町内会等の住民等が全く参加
しないものは対象外。 

盆踊り、祭り  
運動会  
写生大会 自由使用の範囲内（公園使用許可が不要）のものは対象外。 
防災消防訓練  

キャンペーン 公益的なキャンペーンのほか、営利企業の販促イベント等に対し、町
内会が使用させる例も含む。 

集会 町内会等の住民等が全く参加しないものは対象外。 

出店（露店） 

地域の慣例行事に付随するもののほか、営利活動を主目的とした活動
も含む。 

また、営利企業等による営利イベント等に対し、町内会が使用させる
場合も含む。 

興行（サーカス、野外
コンサートなど） 町内会等が興行主に使用させる場合を含む。 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 にぎわいづくり活動 

 

 

 自由使用の範囲内の活動 
（公園使用許可不要） 

 街区公園等以外での活動 
 街区公園等における活動 

地域コミュニティのにぎわい
創出に効果のある活動 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

営利活動が付随する 
非営利イベント 

非営利イベント 

物品販売等を主目的 
とする営利活動 

 にぎわいづくりイベント 
（公園使用許可要） にぎわいづくり活動のうち、 

公園使用許可を得て実施する 
イベント等 

【例：とんど】 

【例：出店のある夏祭り】 

本制度により特別に許可を得て実施する 
物品販売等を主目的とする営利活動 
【例：バザーや産直市場など】 



 

                                          １ 制度の概要 
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活動と要件の関係 

 ①営利イベントの実施 ②自動販売機の設置 ③公園改良 

制度の目的 
住民主体のにぎわいづくり活動の活性化と 

地域活動の財源確保による地域コミュニティの活性化 

規制緩和の内容 

物品販売等を主目的と

する営利活動の公園内

での実施 

自動販売機（清涼飲料

水）の公園内への設置 

公園施設設置・管理許可 

の条件緩和 

※指定管理期間内に限る 

規制緩和の対象

手続 
公園施設の使用許可 公園施設設置・管理許可 

公園施設設置・管理許可等 
（指定管理者制度の自主事業提案） 

使用料・占用料 免除 

制度活用の条件 

・本制度により町内会等が得る収益の全てを、申請者である町内会等の活動費に

充てること 

・活動の一部に企業活動を含む場合や、近隣に音・におい・振動等の影響が発生

しうる場合等は、近隣・地域住民の同意を得られていること 

対象施設 街区公園、近隣公園、地区公園及び緑地 

申
請
者
の
要
件 

組
織 

町内会等 

①単位町内会・自治会 

②連合町内会又は地区社会福祉協議会 

③公益的活動を行うことを目的とし、かつ上記①②のいずれかの団体が構成員

として加わる地域団体（例：まちづくり協議会） 

維
持
管
理
実
績 

なし 
（※対象施設をこれまで管理し

ていない町内会等も対象） 

対象施設の 

公園清掃等報奨金 

制度利用団体 

又は指定管理者 
（申請者の構成団体が該当する場

合も可） 

対象施設の 

指定管理者 

活
動
実
績 

なし 
前年度中に、にぎわいづくりイベント（P.10）を２回

以上実施している。 
※自由使用は対象外 

申
請
・
審
査
の
手
続
き 

各
区
地
域
起
こ
し 

 
 

 
 

推
進
課 

本制度の周知、申請に係る相談対応、 

申請要件の確認、活動実施について副申書の発行等 

事業計画（自主事業）作成に

係る相談対応及び維持管理課

と協議調整、活動実施につい

て副申書の発行等 

各
区
維
持
管
理
課 

(

公
園
管
理
者) 

公園使用許可、公園施設設置・管理許可等を実施 

指定管理者制度、公園施設設

置管理許可、占用許可等を実

施 



 

１ 制度の概要                                            

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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具体的な活動の可否（例示） 

  例 

①
営
利
イ
ベ
ン
ト
の
実
施 

対
象 

・不用品を持ち寄ったバザーやチャリティーオークション 

・健康増進のために講師を招いた、健康体操教室やヨガ教室 

・かわいい雑貨を取り扱うショップを複数集めた雑貨フェア 

・地域で採れた新鮮な野菜等を販売する産直市 

・参加費を徴収し、講師を呼んで開設する日曜大工講座 

・参加費を徴収し、地元プロＯＢを招待した講演と実演野球教室 

・人気キッチンカーを集めたグルメフェア 

・飲食店の出店等の誘致 

・複数の酒蔵が日本酒を持ち合わせた飲み比べイベント 

 
活動の一部に企業活動等を含む場合は、事前に近隣住民へ開催内容を説明し了解を

得るか、又は、開催案内の送付や回覧等で周知の上、反対者への説明を行うなどし

て、地域住民から一定の同意を得ることが必要。 

対
象
外 

次のおそれが明白である場合 

（秩序又は風俗を害するおそれがある場合）  

・犯罪行為又は犯罪行為を助長する等のおそれがある場合 

・暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用によ

り得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は

暴力団を利することとなると認められる場合 

・わいせつな行為その他の善良な風俗、清浄な風俗環境又は青少年の健全

育成に有害であると認められる事業を行うために使用しようとする場合 

・特定商取引に関する法律その他の商品取引又は消費者保護に関する法律

で規制された手段を用いて商品販売や会員勧誘を行うために使用する場

合（※1） 

・イベントに参加する事業者が、販売商品の瑕疵担保責任など消費者に対

する販売者としての通常の義務が果たせないおそれがある場合 

（施設又は設備をき損するおそれがある場合） 

・公園内の園路や植栽、遊具等の施設を傷つけるおそれがある場合 

・ガソリン、火薬類等引火又は爆発のおそれがある危険なものの使用を伴

う事業のために使用しようとする場合。ただし、消防署長の許可を得た

場合はこの限りではない 

（騒じょうを起こすおそれがある場合） 

  音、におい、振動等により他の近隣の住民等に著しい苦痛をもたらす

と客観的に判断される事業を行うために使用しようとする場合。ただ

し、著しい苦痛とまではならない場合は、事前に近隣住民へ開催内容を

説明し了解を得るか、又は、開催案内の送付や回覧等で周知の上、反対

者への説明を行うなどして、地域住民から一定の同意を得るための行為

を十分尽くしていると判断できる場合はこの限りではない 

（その他管理運営上支障がある場合） 

・公園の改修工事等のため、一般の利用に供することが当該工事等の支障

になると認められる場合 

・公園管理者（維持管理課）において特に管理運営上支障があると認めら

れる場合 

 



 

                                          １ 制度の概要 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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②
自
動
販
売
機

の
設
置 

対
象 

・清涼飲料水を販売する自動販売機を設置 

対
象
外 

・複数の自動販売機の設置 

・酒類・タバコ類等清涼飲料水以外の自動販売機の設置 

・玩具等の自動販売機（ガチャガチャ） 

③
公
園
改
良 

（
内
容
に
つ
い
て
は
個
別
相
談
・
検
討
が
必
要
） 

可
能
性
が
高
い 

 

と
思
わ
れ
る
も
の 

・公園内で行うイベントで使用するテントや机など資材を保管する倉庫の設

置 

・地域の住民が集い交流の場となる東屋、机、ベンチなどの整備 

・高齢者の健康を促進する健康遊具の設置 

・ヨガ教室を行うための芝生整備 

・イベントで使用するステージやウッドデッキの整備 

・イルミネーションイベント開催時などに必要となる電源の引き込み施設設

置 

・飲食イベント開催時に必要となる上下水道などのインフラ整備 

・飲食関連のイベント開催時に必要となる手洗いやシンクの設置 

・災害時に活用できるかまどベンチやマンホールトイレの整備 

・地域で採れた野菜の無人販売所の設置 

・移動コンビニやお弁当販売のためのスペース確保のための舗装 

・高台の景色を活用した写真スポット用モニュメントの設置 

・小さい子どもの水遊びができる巨大即席プールの設置 

・熱中症対策のミスト設備の設置 

可
能
性
が
低
い 

 

と
思
わ
れ
る
も
の 

・カフェや飲食を行うための建物の建設 

・コンビニや売店などの業として行う建物の建設 

・テニスやフットサルコートなどの整備 

・看板・広告塔の設置 

・自転車駐輪場の整備 

・地域全体が求めていない施設の設置と解されるもの（全体の利益ではなく

特定の利益となるもの） 

 

（※1） 具体的には特定商取引に関する法律（訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、

特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入など）、金融商品取引法（投資性の高

い金融商品）、景品表示法（偽装表示や誇大広告など）、食品表示法、消費者契約法（不当な

勧誘、就職セミナー商法、デート商法、霊感商法など） 

（※2） ③の公園改良は原則、指定管理期間終了後に申請者による撤去が必要です。 

（※2） 



 

２ 町内会等の遵守事項等                                      

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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.. 

 

２ 町内会等の遵守事項等 
⑴ 遵守事項 

本制度による営利活動の実施に当たり、その実施者である町内会等は、以下の事項を
遵守しなければなりません。（これらの事項については、町内会等から誓約書を提出し
てもらいます。） 

＜共通事項＞ 
ア 基本姿勢 

活動の実施に当たっては、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動
すること。また、活動の実施に当たっては、地域住民及び関係者・団体との連携
を図り、活動の円滑な実施に努めること。 

イ 近隣住民への事前説明 
活動場所の街区公園等の周辺に居住する住民及び事業者（以下「近隣住民等」

という。）に対し、本制度による営利活動等を実施することについて回覧又はチ
ラシの配付等により事前に情報提供すること。また、近隣住民等が個別に説明を
求めた際はこれを行うなど、誠実に対応し理解を得ること。 

活動によって音、におい、振動等により他の近隣の住民等に苦痛をもたらす可
能性がある場合や、活動の一部に企業活動等を含む場合は、必ず事前に近隣住民
へ開催内容を説明し了解を得る又は開催状の送付や回覧等で周知・意見の収集
をはかるなどして、地域の同意を得ること。（P.19＜地域の一定の同意とは＞） 

ウ 公園の美観維持 
本制度に基づく活動の実施に伴い発生したゴミの処分及び原状復旧は、活動

の実施者である町内会等の責任において行うこと。また、活動場所である街区公
園等の美観を維持するため、日常的な清掃美化活動に積極的に取り組むこと。 

エ 担当者の配置 
本制度活用に伴う騒音、ゴミ等への相談・苦情について確実に対応するため、

緊急時に対応できる担当者を配置し、近隣説明時のチラシ等に連絡先を明示す
るなどして、対応できる体制を整えること。また、計画書や誓約書に緊急連絡先
を添付し、本市に相談・苦情の連絡があった際に必ず連絡の取れる担当者を配置
すること。 

オ 原状回復義務 
公園使用許可や占用許可、施設設置管理許可等の許可期間や指定管理期間が

終了したときは、ただちに街区公園等を活動前の状態に復して返還すること。た
だし、市の承認に基づき、活動後の状態で返還できるものとする。 

カ その他 
暴力団関係者等を活動の関係者に含まないこと。 

キ その他必要な措置 
本制度に基づく活動により第三者等に損害を与えることがないよう必要な措

置を講じること 
  



 

                                     ２ 町内会等の遵守事項等 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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.. 

 
＜㋐物品販売等を主目的とする営利活動に係る事項＞ 
キ 他の公園利用団体との事前調整 

活動場所の街区公園等を既に定期的に利用している他団体がある場合は、本
制度に基づく営利活動の開始について事前に説明するとともに、利用日等につ
いて調整し、各々の利用が重複するなど公園利用に支障が生じることのないよ
うにすること。 

＜㋑自動販売機の設置に係る事項＞ 
ク 自動販売機設置時の周辺店舗等への事前説明 

自動販売機を設置する場合は、同様の品を販売する周辺の店舗等（自動販売機
の設置場所から概ね半径 100m 以内）に事前に説明し、自動販売機の設置につい
て理解を得ること。 

ケ 要件を満たさなくなった場合の対応 
自動販売機の設置に係る要件を満たさなくなった場合には、すみやかに自動

販売機を撤去すること。 
＜㋒公園改良の提案＞ 
コ 指定管理者制度における協定書・仕様書等の順守 

提案・実施に当たっては、対象の街区公園等の指定管理にあたっての基本協定
書や年度協定書、業務仕様書、事業計画書等を遵守すること。 

サ 要件を満たさなくなった場合の対応 
公園改良の提案に係る要件を満たさなくなった場合には、すみやかに設置物

を撤去すること。 
 
 

  



 

２ 町内会等の遵守事項等                                      
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⑵ 留意事項 

ア 町内会等における議決 

活動を行う町内会等には、本制度の要件を満たす活動を団体の総意で実施してい

ただくため、町内会等の総会又は役員会において可能な限り多くの意見を反映し、以

下の２点についての了承の議決を得ていただきます。 

① 町内会等の活動として営利活動等を行うこと及びその実施内容 

② 当該営利活動で町内会等が得た収益は、全て町内会等の活動費に充当する旨 
 

イ 収益に対する課税上の扱い 
本制度による収益により、町内会等の活動全体が課税対象となる場合があります。 
実施方法（収入方法）により、課税上の扱いが異なります。一般的には以下のとお

りですが、本件は税務署に一般的な事例を聴き取ったものであり、具体的な内容は申
請者が管轄の税務署へ確認することが必要です。 
実施方法と課税上の扱い 

 
物品販売等を主目的とする 

営利活動 
自動販売機の設置 

直接の 
営利活動者 町内会等以外(①) 町内会等(②) 町内会等(③) 自動販売機業者(④) 

町内会等 
の収入 

出店者からの 
寄附金 

販売による売上金 
（売上収入） 

自動販売機業者から
の 

寄附金 

町内会等に対する 
課税上の扱い 

課税対象となら
ない。 

継続して実施す
る場合は収益事
業とみなされ、
課税対象となる
場合がある。 

収益事業とみな
され、課税対象
となる。 

課税対象とならない 

〔説明〕 
実際の出店者が町内会等以外の場合や、自動販売機設置業者が自動販売機を設置

する場合についても、本制度に基づき町内会等の活動として許可します。これらの方
法も含め、収入方法は次の４つが考えられます。 

① 町内会等以外の業者等が出店する場合。売上金は出店者の収入となる。町内
会等は、双方で取り決めた金額を寄附金として受領する。 

② 町内会等自らが販売行為を行う方法。売上金の全てが町内会等の収入となる。 
③ 町内会等が自ら自動販売機を調達し、商品も自ら仕入れる方法。売上金の全

てが町内会等の収入となる。 
④ 自動販売機業者が、自動販売機の管理・運営のオペレーションを行う方法。

町内会等は、双方で合意した売上に対する割合の金額を寄附金として受領する。 
 
※ ①及び④の方法においては、町内会等は、直接営利活動を行うものでなく、また、土地

所有者でもないことから、寄附金として整理するものです。 
なお、寄附金額等の決定は町内会等と事業者の間で行うものであり、市は関与しません。 

※ 指定管理者制度における公園改良の提案による収益については、スキームが多岐にわ
たるため、上記の取り扱いを参考にして、個別に検討を行ってください。 



 

                                       ３ 申請・審査の手続 
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３ 申請・審査の手続 

(1) 手続等の窓口 

本制度は、区維持管理課の所管する街区公園等において、区地域起こし推進課の所掌
する地域コミュニティの活性化を支援する制度であることから、２つの課が各々の役割
を担いつつ連携して運用します。 

各制度の手続等の窓口は次のとおりです。 
手続等の窓口 

制 度 役 割 
区地域起こし

推進課 
区維持管理課 

㋐物品販売等を主目的と

する営利活動 

㋑自動販売機の設置 

 

町内会等への本制度の周知 ◎ ○ 

相談対応 ◎ 
○ 

公園の許可申請、 
管理に係る事項等 

副申書の作成依頼書に係る手続 ◎   

公園施設設置許可申請、公園使用

許可申請に係る手続 
  ◎ 

報告書の受領、確認 ◎   

㋒指定管理者制度におけ

る公園改良の提案 

（自主事業） 

町内会等への本制度の周知 ◎ ○ 

相談対応 ◎ 
○ 

公園の許可申請、 
管理に係る事項等 

事業計画書（自主事業）に係る手

続（指定管理者制度） 
〇 

（作成支援） 
◎ 

副申書の作成依頼書に係る手続 ◎   

設置管理許可制度に係る手続の

他、公園使用許可申請等に係る手

続 

〇 
（作成支援） 

◎ 

報告書の受領、確認 ◎ 
〇 

指定管理者制度に

関わる事項等 

共通事項 

公園活用方法や許可に対する苦

情対応、条件を満たさなくなった

際の指導など 

〇 
（協議・連携して対応） 
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⑵ 手続等の方法 
ア 物品販売等を主目的とする営利活動の実施 

① 公園使用許可申請に係る副申書作成依頼書等の提出（→区地域起こし推進課） 
町内会等は、街区公園等で物品販売等を主目的とする営利活動を企画する場合、

まず、企画の内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談し
ます。その際、活動によって音、におい、振動等により他の近隣の住民等に苦痛を
もたらす可能性がある場合や、活動の一部に企業活動等を含む場合は、公園周辺の
どの範囲にどのような手段で周知及び意見の聴取を行う予定か、協議内容をどのよ
うに記録するのか等、地域での一定の同意を得る方法について協議します。 

制度の対象であり、支障がないことが確認できた段階で、町内会等は次の書類を
作成し、区地域起こし推進課に提出します。 

※複数の営利活動を行う場合、一度の申請で複数のイベントを申請する方法と、
個別に複数に分けて申請する方法があります。 

・公園使用許可申請に係る副申書作成依頼書（様式 1） 
・営利活動実施計画書（様式 1-1） 
・営利活動に係る誓約書（様式 1-2） 
・団体の総会（役員会）の議決証明書 
 （団体として営利活動を実施し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充当することが

わかるもの。） 

・団体規約 
・構成団体名簿 
 （町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合） 
・その他必要なもの（近隣説明計画書など） 
 

② 副申書の発行 
①を受領した区地域起こし推進課は、企画の内容が「町内会等の活動として」営

利活動を実施すること（地域コミュニティの活性化に寄与するか）や、収支計画に
支障がないことを確認し、必要に応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を
町内会等に発行します。 

※一度に複数のイベントの申請を受けた場合は、それぞれの計画に対して副申書
を作成します。 

 
③ 公園使用許可申請書の提出（→区維持管理課） 

②の副申書を受領した町内会等は、イベント毎に公園使用許可申請書等を作成し、
副申書を添付して区維持管理課へ申請します。 
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.. 

・公園使用許可申請書（通常の様式） 
・イベントの概要がわかる資料 
・図面 
・その他必要なもの 
・副申書 
 

④ 許可証の受領及び営利活動の実施 
町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり営利活動

を実施します。 
 

⑤ 営利活動実施報告書の提出（→区地域起こし推進課） 
町内会等は実施した営利活動について報告書を作成し、町内会等の総会等で承認

後、区地域起こし推進課に提出します。営利活動毎でも複数まとめての報告でも構
いませんが、遅くとも次年度の 5～6 月までに提出してください。 

※報告を済ませていない場合は、次年度に新たに営利活動はできないこととしま
す。 

区地域起こし推進課は、計画のとおり営利活動が行われたか、収益を町内会等へ
充当した旨の証明を確認し、問題がある場合は指導を行います。 

・営利活動実施報告書（様式 1-3） 

・その他必要なもの 
 

 
＜地域の一定の同意とは＞ 

街区公園等でイベントを行う際、日常の公園利用とは異なり、マイクやスピーカ
ー等を使用して司会や見せ物を行ったり、太鼓や楽器の演奏、食品の提供などを行
うことが想定されます。このため、一般的に音・振動・においなどによって迷惑が
かかると思われる範囲については、トラブルとならないように事前に説明に回った
り、チラシを配布し意見を求めたりして同意を得る必要があります。その中で、多
くから同意が得られない場合や、意見があった場合は、開催可否の判断や開催に向
けた対策を講じなければなりません。 

「地域への一定の同意」とは、上に示すような公園等でのイベント開催時に一般
的に行なわれている近隣への周知や協議によって得るものを指し、必ずしも近隣全
員の賛成を求めるものではありません。当イベント開催に支障の無いように周知・
協議を行うとともに、周知の方法や範囲、協議の議事録を残すことにより、トラブ
ル回避に努めてください。 
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【申請団体の皆様へ】 

 
本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項 

（必ずお読みください） 
近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわい

の低下が課題となっており、本市においても、持続可能な地域社会の実現には地域コミ
ュニティの活性化が急務であると考えています。 

本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うもの
です。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公
共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用され
てきました。 

街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災
性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」（国土交通
省）を目的に設けられた都市公園（公共財産）であり、その活用は公共性・公益性を持
ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有した
り、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。 

しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点で
ある街区公園等において、町内会・自治会等が住民主体のにぎわいづくりの活性化と地
域活動に係る財源確保を目的に、営利活動（物品販売等）を主目的とするイベント等を
実施する場合、これに係る規制を緩和することとしました。 

本制度は、原則、地域のにぎわいづくりに資すると判断できるものであれば対象とし、
主催者である町内会等が得た収益を町内会等の活動費に充てることを条件に、イベント
内の一部で特定の企業や・個人の商行為を特別に認めています。 

これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為に
より利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に
還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得ら
れる公共性・公益性を優先したためです。 

 
しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。

不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとな
っているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得や獲得方
法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方と
なるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議
決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検
討を行うようお願いいたします。 
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また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なトラ

ブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に理
解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を進
めていただけるようにお願いいたします。 

なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者で
ある町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。 

最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公
園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り
消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。 

 
 

 

 

 ＜参考イメージ＞ 
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 物品販売等を主目的とする営利活動に係る申請･審査の流れ（  は町内会等が行う手続） 

当年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

次年度

 

地域起こし推進課       維持管理課 

⑤ 

③ 

③ 

③ 

 

副申書 
発行 

 

公園使用許可書 
交付  

 

公園使用許可書 
交付  

 

公園使用許可書 
交付  

公園使用許可申請に係る 
副申書作成依頼書 

提出 

公園使用許可申請書 
提出 

 

公園使用許可申請書 
提出 

 

物品販売等を主目的と
する営利活動の実施 

 

物品販売等を主目的と
する営利活動の実施 

 

公園使用許可申請書 
提出 

 

物品販売等を主目的と
する営利活動の実施 

 

営利活動 
実施報告書 提出 

 

複数の活動を
対象に副申書
を発行した場
合 

発行済の副申書で対象と
していない活動を実施す
る場合は、新たに副申書
作成依頼書を提出 

 

副申書 
発行 

① 

② 

① 

② 

公園使用許可申請に係る 
副申書作成依頼書 

提出 
複数の活動を
記載すること
も可能 

副申書を添付 

④ 

④ 

④ 

副申書を添付 
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具体的な手順等 

年度 
手 続   

手 順 
町内会等 

当 
年 
度 

当
年
度
分
に
係
る
手
続 

 物品販売等を主目的とする営利
活動の実施に向けた準備 

○ 物品販売等を主目的とする営利活動の企画 
○ 他の街区公園等利用者との調整 
 
〇 近隣への周知及び意見の収集の必要性の検討 
 
○ 収支計画（変更）書の作成 
○ 町内会等総会（又は臨時役員会）の開催、議決 

①② 公園使用許可申請に係る副申
書作成依頼書の提出、発行 

公園使用許可申請書に係る副申書作成依頼書（様式 1） 
・営利活動実施計画書（様式 1-1） 

（収支予算書含む） 
・町内会等議決資料 

 
・営利活動に係る誓約書（様式 1-2） 
・ 団体規約 

 
 

・ 構成団体名簿（町内会・自治会、連合町内会、区社会福祉
協議会以外の場合のみ） 

・ その他必要なもの 
 

②③ 公園使用許可申請書の提出、
許可書の交付 

公園使用許可申請（通常の様式） 
・イベント概要が分かる資料 
・図面 
・その他必要なもの 
・副申書添付 
 

④ 物品販売等を主目的とする営利
活動の実施 

○ 営利活動の実施 
 

次
年
度 

町内会等総会 ○ 営利活動の収支決算の議決（当年度分） 
⑤ 営利活動実施報告（5～6 月） 営利活動実施報告書（様式 1-3）提出 

（収支決算書含む） 
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地域起こし推進課 維持管理課 
 

 
備 考 

   

（相談対応） （相談対応） 

・ 町内会等は、他の利用者がある場合は、事前説明や利用日など、双
方の公園利用に支障が生じないようのないよう調整する。 

・ 音、におい、振動等により他の近隣の住民等に苦痛をもたらす場合、
又は活動の一部に企業活動等を含む場合にあたらないか。 

   
  ・ 町内会等は、活動の実施や収支計画について議決する。 
   
  

 
・ 営利活動の内容を確認する。複数回の活動を記載することも可能。 
・ 営利活動による収支計画を確認する。 

受付、内容確認 
副申書の交付 

状況に応じて連携 
 

・ 町内会等の活動として営利活動を実施することや収支計画を確認
する。 

  ・ 誓約書に記名があることを確認する。 
  

 
・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場

合は、活動目的に地域コミュニティの活性化を図る旨の内容が含ま
れていることを確認する。 

  ・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場
合、構成団体を確認する。 

  
 

・ 近隣説明計画書など 

 
 
 
 
 

 

○ 申請書の審査・
許可書の交付 

・ 町内会等は、通常の使用許可申請書に副申書を添付し提出する。 
・ 市は、副申書に記載された営利活動であることを確認する。 
・ 計画書に複数の活動が記載されている場合も、活動ごとに公園使用

許可申請書を提出する必要がある。 

 
 

  

   

報告書受理・確認  ・収益を町内会等へ充当したことを確認する。 
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イ 自動販売機の設置 
① にぎわいづくりイベントの実施 

町内会等は、自動販売機の設置を行う年度の、前年度中※に対象の公園でにぎわ
いづくりイベントを２回以上行っていることが必要です。にぎわいづくりイベント
とは公園等の自由使用の範囲内ではなく、公園使用許可を必要とするようなイベン
トのことを言います。 

（※設置初年度は、当年度２回以上実施した場合も実績として認めます。） 

町内会等が自動販売機の設置を計画している場合は、企画しているにぎわいづく
りイベントの内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談し、
対象となることを確認できた段階で公園使用許可を区維持管理課へ申請し、にぎわ
いづくりイベントを行います。 

・公園使用許可申請書（通常の様式） 
・イベントの概要がわかる資料 
・図面 
・その他必要なもの 
 

② 自動販売機の設置に向けた準備 
町内会等は当制度の申請を行う前に、自動販売機設置業者の選定や交渉、設置場

所の検討、電源引き込みに係る調整、周辺にすでに設置されている自動販売機設置
関係者との調整等を行う必要があります。周辺の自動販売機を設置している関係者
とのトラブルを避けるため、この度設置する自動販売機から概ね 100ｍの範囲内に
設置されている自動販売機の関係者に、公園内に自動販売機を設置する旨を説明し、
承諾を取るようにしてください。 
③ 公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書等の提出 

（→区地域起こし推進課） 
町内会等は自動販売機の設置に向けた準備とにぎわいづくりイベントを２回以

上行った上で、次の書類を作成し、区地域起こし推進課に提出します。 
・公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書（様式 2）（継続時は様式 2-5） 
・自動販売機設置計画書（様式 2-1）（継続時は様式 2-6） 

・にぎわいづくり活動実施報告書（様式 2-2） 
・自動販売機の設置に係る誓約書（様式 2-3）（継続時は様式 2-7） 
・団体の総会（役員会）の議決証明書 
 （団体として営利活動を実施し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充当することが

わかるもの。） 

・団体規約※ 
・構成団体名簿※ 
 （町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合） 
・その他必要なもの     ※は継続時、前回申請より変更がなければ添付不要 



 

                                       ３ 申請・審査の手続 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

27 

 

④ 副申書の発行 
③を受領した区地域起こし推進課は、計画書や報告書の内容が町内会等の活動と

して自動販売機を設置することや、周辺とトラブルにならないか、収支計画に支障
がないことを確認し、必要に応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を町内
会等に発行します。 

 
⑤ 公園施設設置許可申請書（新規）の提出（→区維持管理課） 

④の副申書を受領した町内会等は、公園施設設置許可申請書等を作成し、副申書
を添付して区維持管理課へ申請します。 

・公園施設設置許可申請書（通常の様式） 
・付近見取り図、公園平面図 
・設置物の仕様 
・その他必要なもの 
・副申書 
 

⑥ 自動販売機の設置 
町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり自動販売

機を設置します。 
 

⑦ にぎわいづくりイベントの実施及び副申書の受領 
次年度も継続して自動販売機を設置するためには、その前の年度内（設置初年度は

当年度内）に２回以上にぎわいづくりイベントを行う必要があります。当年度内に①
と同様に公園使用許可を取得して活動し、③④と同じ要領で副申書を受領します。 

 
⑧ 公園施設設置許可申請書（継続）の提出及び許可証の受領（→区維持管理課） 

次年度の自動販売機の設置許可を受けるため、当年度の 3 月 31 日までに⑤と同
じ要領で公園施設設置許可を申請し、許可証を受領します。 

 
⑨ 自動販売機収支報告書の提出（→区地域起こし推進課） 

次年度に入り、町内会等は設置した自動販売機の当年度についての収支報告書を
作成し、町内会等の総会で承認後、区地域起こし推進課に提出します。遅くとも次
年度の 5～6 月までに提出してください。 

区地域起こし推進課は、収益を町内会等へ充当したかを確認し、支障がある場合
は指導を行います。 

・自動販売機収支報告書（様式 2-4） 

・その他必要なもの 
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【申請団体の皆様へ】 

 
本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項 

（必ずお読みください） 
近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわい

の低下が課題となっており、本市においても、持続可能な地域社会の実現には地域コミ
ュニティの活性化が急務であると考えています。 

本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うもの
です。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公
共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用され
てきました。 

街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災
性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」（国土交通
省）を目的に設けられた都市公園（公共財産）であり、その活用は公共性・公益性を持
ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有した
り、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。 

しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点で
ある街区公園等において、自分たちの大切な拠点として公園清掃活動を定期的に行い、
イベント等を一定以上開催することで地域の賑わいを創出する町内会等に対し、地域活
動に係る財源確保を目的に、自動販売機を設置する場合、これに係る規制を緩和するこ
ととしました。 

本制度では、原則、自動販売機の販売利益のうち、町内会等が得る全ての収益を、町
内会等の活動費に充てることで対象とし、町内会等に代わって自動販売機を設置・運営
する特定の企業等（ベンダー）が、行う商行為を特別に認めています。 

これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為に
より利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に
還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得ら
れる公共性・公益性を優先したためです。 

 
しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。

不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとな
っているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得や獲得方
法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方と
なるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議
決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検
討を行うようお願いいたします。
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また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なトラ

ブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に理
解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を進
めていただけるようにお願いいたします。 

なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者で
ある町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。 

最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公
園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り
消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。 

 
 
 

 

 

 ＜参考イメージ＞ 
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自動販売機の設置に係る申請･審査の流れ（  は町内会等が行う手続） 

前年度 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

当年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

次年度 

 

副申書発行 
（発行先は町内会等） 

 

公園施設設置許可書 
交付 

自動販売機の設置 

 

 

 

公園施設設置（継続）
許可書 交付 

 

 

地域起こし推進課 維持管理課 

にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

 

①

 にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

公園施設設置許可申請に係る 
副申書作成依頼書 

提出 
 

公園施設設置許可申請
書 

提出 

にぎわいづくりイベン
ト 

実施報告書 提出 

公園施設設置（継続）
許可申請書 提出 

自動販売機の設置 
（継続） 自動販売機収支報告書

提出 

副申書を添付 

③ 

⑥ 

⑥ 
⑦ 

副申書発行 
（発行先は町内会等） 

副申書を添付 

⑦ 
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具体的な手順等 

年度 
手 続   

手 順 
町内会等 

前
年
度
※ 

当
年
度
実
施
分
に
係
る
手
続 

① にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

 

 

○ にぎわいづくりイベントの企画 
○ にぎわいづくりイベントの実施について議決 
○ 公園使用許可申請書の提出、許可書の交付（通常の様式） 

・ イベント概要が分かる資料 ・図面 
・ その他必要な書類等 

当
年
度 

② 自動販売機の設置に向けた準備 

○ 自動販売機業者との交渉等 
 

○ 電源引き込みに係る調整 
 

（ ○ 関係団体（清掃報奨金団体）との調整 ） 
 
○ 収支計画（変更）書の作成 
○ 町内会等総会（又は臨時役員会）の開催、議決 
○ その他 

③④ 公園施設設置許可申請に係る副
申書作成依頼書の提出、発行 

公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書（様式 2） 
・ 自動販売機設置計画書（様式 2-1） 
 
 
・ 町内会等議決証明書 

 
・ にぎわいづくりイベント実施報告書（様式 2-2） 

（使用許可書の写を添付） 
・ 自動販売機の設置に係る誓約書（様式 2-3） 
・ 団体規約 

 
 

・ 構成団体名簿（町内会・自治会、連合町内会、区社会福祉
協議会以外の場合のみ） 

⑤ 公園施設設置許可申請書の提出、
許可書の交付 

公園施設設置許可申請（通常の様式） 
・ 付近見取図、公園平面図 
・ 設置物の仕様 
・ 副申書 

⑥ 自動販売機の設置 ○ 自動販売機設置（新規） 
 
 
 
次
年
度
実
施
分
に
係
る
手
続 

⑦ にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

○ にぎわいづくりイベントの企画 
○ 公園使用許可申請書の提出、許可書の交付（通常の様式） 

 
⑦ にぎわいづくりイベント実施報告 

公園施設設置許可申請に係る副申
書作成依頼書の提出、発行 

（自販機設置許可申請までに） 

にぎわいづくりイベント実施報告書（様式 2-2） 
・ 各にぎわいづくりイベントに係る公園使用許可書（添付） 

公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書（様式 2-5） 
自動販売機設置計画書（様式 2-6）町内会等議決証明書 

⑧ 公園施設設置許可申請書（継続）の
提出、許可書の受領（3/31 まで） 

公園施設設置許可申請（通常の様式） 
・ 付近見取図、公園平面図 
・ 設置物の仕様 

次
年
度 

自動販売機の設置 ○ 自動販売機設置（継続） 
 町内会等総会 ○ 自動販売機の収支決算の議決（当年度分） 
 ⑨ 町内会等収支報告（5～6 月） ○ 自動販売機収支報告書（様式 2-4） 

※設置初年度は、当年度２回以上実施した場合も実績として認めます。 
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地域起こし推進課 維持管理課 
 

 
備 考 

（相談対応） （相談対応） ・ 市はにぎわいづくりイベントに該当するか等も含め相談に対応。 
  ・  

 ○ 申請書の審査・
許可書の交付 

 

・ 通常の使用許可手続 

（相談対応）  ・ 市は、町内会等と自動販売機業者との交渉に直接関与しないが、町
内会等からの相談があれば、情報提供等を行う。 

（相談対応） （相談対応） 
・ 町内会等が、電源の引き込み方法や電気代の支払い方法等について

調整を行う。引き込み元が市の施設の場合、副メーターの設置等に
ついて市と協議する。 

（相談対応）  
 

・ 申請団体と街区公園等の維持管理団体が異なる場合のみ。調整
自体は双方が行い、市は助言等の支援 

   
  ・ 町内会等が、活動実施や収支計画について議決する。 
（相談対応） （相談対応） ・ 市は状況に応じて相談に対応 

  ・ 町内会等に該当すること、街区公園等に該当することを確認する。 
 

 
 

 ・ 自動販売機の概要、設置場所、周辺自動販売機の状況を確認する。 
・ 周辺に自動販売機等がある場合は、説明状況を確認する。 
・ 自動販売機による収支計画を確認する。 

 
 

 ・ 町内会等の活動として自動販売機を設置することや収支計画を確認
する。 

受付、内容確認 
副申書の交付  

状況に応じて連携 ・ 前年度のにぎわいづくりイベントの実施状況を確認する。 
 

  ・ 誓約書に記名があることを確認する。 
 

 
 

 
 

・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場
合は、「活動目的に地域コミュニティの活性化を図る旨の内容が含ま
れていることを確認する。 

 
 

 ・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場
合、構成団体を確認する。 

 
 
 
 

○ 申請書の審査・
許可書の交付 

 

・ 町内会等は、通常の設置許可申請書に副申書を添付し提出する。 
・ 審査、許可書の発行は通常の手続 
 

   
（相談対応） （相談対応） ①と同じ 
 
 

○ 申請書の審査・
許可書の交付 

報告書受理・確認 
副申書の交付 

 
 

 ・ 次年度の自販機設置に向け、にぎわいづくりイベントの実績要件を
満たしていることについて確認する。 

・ 実績として認められるにぎわいづくりイベントに該当するか否かを
確認する。 

 
 
 

  

   
   
報告書受理・確認  ・ 収益を町内会等へ充当したことを確認する。 
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 ウ 指定管理者制度における公園改良の提案（自主事業） 
① 公園改良提案の検討及び相談（要個別相談・検討） 

対象の公園を活用してにぎわいづくりイベント（営利イベントを含む）を行って
いく中で、定期的または恒常的な活用のため、公園施設の「設置管理許可制度（都
市公園法）」の対象となる公園施設（例：あずまや、物販用資材保管倉庫）の設置や
公園の改良の提案をしたい場合、まずは提案内容が本制度の対象となるか（地域コ
ミュニティの活性化に寄与するか）を区地域起こし推進課に相談します。 

次に、本制度を活用した場合、提案内容が施設管理許可制度で許可が可能かを区
維持管理課に相談します。必要に応じて区地域起こし推進課も同席します。 

 
② にぎわいづくりイベントの実施 

本制度活用にあたり、町内会等はまず、公園改良提案を行う年度の、前年度中※

に対象の公園でにぎわいづくりイベントを２回以上行います。（活用要件は P26 自
動販売機の設置と同じ） 

（※設置初年度は、当年度２回以上実施した場合も実績として認めます。） 
町内会等が公園改良の提案を計画している場合は、企画しているにぎわいづくり

イベントの内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談し、
対象となることを確認します。その後、公園使用許可を区維持管理課へ申請し、に
ぎわいづくりイベントを行います。 

・公園使用許可申請書（通常の様式） 
・イベントの概要がわかる資料 
・図面 
・その他必要なもの 
 

③ 公園改良提案に向けた準備 
町内会等は当制度の申請を行う前に、設置管理許可が取得できた後に確実に提案

内容が実施できるよう、様々な調査・調整等（例：業者への具体的な見積りや製図
依頼、建築課への申請相談など）を行ってください。また、提案内容により近隣の
関係者等とのトラブルを避けるため、影響を受けると思われる関係者へ事前に提案
内容を説明し、承諾を取るようにしてください。 

本制度は指定管理者制度内で運用するため、自主事業として事業計画書を作成が
必要です。町内会等は区維持管理課と相談・協議しながら指定管理者制度上、支障
のないように作成します。区地域起こし推進課は事業計画書作成に係る相談に対
応・支援します。 
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事業計画書（自主事業）の記載例 
・設置・管理の目的・期間・場所 
・公園施設の構造（計画図）・管理方法 
・工事の実施方法・撤去復旧方法 
・設置後の想定される効果 
・収支計画 
・まちづくり活動（にぎわいづくり活動）としての取組み内容 
・スケジュール 
・設置により想定されるデメリットとその対策 
・団体の総会（役員会）の議決証明書 
 （団体として公園の改良を実施し、かつ、これにより収益がある場合は、その収益の全て

を団体の活動費に充当することがわかるもの。） 

・その他必要なもの（設置に関する誓約書（免責関係、撤去関係（法第１０条）など）） 
 

④ 事業計画書（自主事業）の申請に係る副申書作成依頼書等の提出 
（→区地域起こし推進課） 
町内会等は公園改良の提案に向けた準備とにぎわいづくりイベントを２回以上

行った上で、次の書類を作成し、区地域起こし推進課に提出します。 
・事業計画書（自主事業）の申請に係る副申書作成依頼書（様式３） 

（継続時は様式 3-4） 
・事業計画書一式（自主事業）※ 
・にぎわいづくり活動実施報告書（様式 3-1） 
・団体の総会（役員会）の議決証明書 
 （団体として公園の改良を実施し、かつ、これにより収益がある場合は、その収益の全て

を団体の活動費に充当することがわかるもの。） 

・公園改良の提案に係る誓約書（様式 3-2） 
・団体規約※ 
・構成団体名簿※ 
 （町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合） 
・その他必要なもの    ※は継続時、前回申請より変更がなければ添付不要 
 

⑤ 副申書の発行 
④を受領した区地域起こし推進課は、事業計画書や報告書の内容が町内会等の活

動として公園改良の提案をすること（地域コミュニティの活性化に寄与するか）や、
周辺とトラブルにならないか、収支計画等に支障がないことなどを確認し、必要に
応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を町内会等に発行します。 
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⑥ 事業計画書（自主事業）（変更・新規）の提出（→区維持管理課） 
⑤の副申書を受領した町内会等は、作成した事業計画書（自主事業）に併せて、

公園施設設置許可申請書等を作成し、副申書を添付して区維持管理課へ申請します。 
・事業計画書一式（自主事業） 
・公園施設設置許可申請書等（通常の様式） 
・付近見取り図、公園平面図 
・設置物の仕様 
・その他必要なもの 
・副申書 
 

⑦ 公園改良の実施 
町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり公園改良

を実施します。 
 

次年度活動継続のための手続き 
⑧ にぎわいづくりイベントの実施・報告及び副申書の受領 

（→区地域起こし推進課） 
次年度も継続して公園施設の設置等を実施するためには、その前の年度内（設置

初年度は当年度内）に２回以上にぎわいづくりイベントを行う必要があります。当年
度内に②と同様に公園使用許可を取得して活動し、④⑤と同じ要領で副申書を受領
します。 

 
⑨ 公園施設設置許可申請書（継続）の提出及び許可証の交付（→区維持管理課） 

次年度も継続して公園施設の設置等を実施するためには、次年度の公園施設の設
置許可等が必要です。当年度の 3 月 31 日までに⑥と同じ要領で公園施設設置許可
等（継続）を申請し、許可証を受領します。 

 
活動状況の報告に係る手続き 
⑩ 実施報告書及び指定管理者制度における業務実施報告書の提出 

町内会等は、公園改良の提案内容を実施した際は、その実施状況がわかるものを
まとめた実施報告書を早期に作成し、区地域起こし推進課に提出します。 

指定管理者制度内の業務で定められている、業務実施報告書にも公園改良の実施
状況を添付して、区維持管理課へ提出する必要があります。 

区地域起こし推進課へ提出する実施報告書は、区維持管理課へ提出するものと同
じもので構いません。 

区維持管理課は、指定管理者制度上支障がないか、区地域起こし推進課は、活動
が計画どおりに行われているかを確認し、支障がある場合は指導を行います。 
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区維持管理課へ提出 
・業務実施報告書（指定管理者制度） 
 →提案した自主事業の実施状況等について添付 
 
区地域起こし推進課へ提出 
・公園改良実施状況報告書（任意様式） 
 →提案した自主事業の実施状況について、写真等を交えてまとめたもの 
 

⑪ 事業報告書及び指定管理者制度における業務実施報告書の提出（年度毎） 
次年度に入り、町内会等は公園改良の提案に伴う当年度について、区地域起こし

推進課と相談しながら事業報告書及び収支報告書を作成します。作成した報告書を
町内会等の総会で承認後、区地域起こし推進課へ提出します。遅くとも次年度の 5
～6 月までに提出してください。 

指定管理者制度内の業務でも、当年度にかかる事業報告書に公園改良提案の自主
事業に係る実施状況及び収支状況を添付して、区維持管理課へ年度終了後に速やか
に提出し、承諾を受ける必要があります。 

区地域起こし推進課へ提出する事業報告書は、必要事項が記入されていれば区維
持管理課へ提出するものと同じものでも構いません。 

区維持管理課は、指定管理者制度上支障がないか、区地域起こし推進課は、活動
が計画どおりに行われているか、収益を町内会等へ充当したかをそれぞれ確認し、
支障がある場合は指導を行います。 

 
区維持管理課へ提出 
・事業報告書（指定管理者制度） 
 →提案した自主事業の実施状況等について添付 

（得られた効果・問題点・対応策） 
 →自主事業による収支決算書を添付 
・その他必要なもの 
 
区地域起こし推進課へ提出 
・公園改良実施状況報告書（任意様式） 
 →提案した自主事業の実施状況報告（得られた効果・問題点・対応策） 

→公園施設の設置等に伴う収支報告書（様式 3-3） 

・その他必要なもの 
 
 



 

３ 申請・審査の手続                                        

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

38 

 

.. 

※ 指定管理者制度によるモニタリングや実績評価について 
当制度は町内会等が指定管理者制度内の自主事業として、地域コミュニティの活

性化に寄与する公園の改良提案を認めるものです。指定管理者制度としての業務や、
モニタリングや業績評価等については、担当する区維持管理課の指示に従ってくだ
さい。 

＜類似制度との違い＞ 
対象の公園が、大規模な集客が期待でき、観光資源となりうるような場合は、民

間事業者を誘致したカフェやコンビニの建設などの大規模な公園改良が想定され、
Park-PFI 制度の活用が考えられます。その他にも、街区公園等以外の公共施設や公
共空間等の活用を同時に行うような場合は、エリアマネジメント活動計画認定制度
（大きなエリアマネジメント）を、エリアマネジメント融資（国の融資制度）を受
けたい場合や、都市利便増進協定への参画、都市再生整備計画の提案を行いたいよ
うな場合は、都市再生特別措置法による都市再生推進法人制度の活用が必要となり
ます。 

このように、都市公園の改良や民間活用に関しては、行いたい活動内容の規模

に応じて、様々な制度の活用（それぞれに要件があります。）が考えられますが、

本制度で対象とする公園改良は、対象の公園でにぎわいづくりイベント（営利イベ

ントを含む）を行うにあたって必要となる公園の改良に資するもので、小規模なも

のを対象としています。 

また、「身近な公園再生事業」（緑政課）とは異なり、本制度はエリアマネジメ

ントという切り口から公園改良を行い、それを活用して得られる収益を町内会等の

運営費に充てることで、循環型のまちづくり活動と地域コミュニティ活性化を支援

するものです。 
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【申請団体の皆様へ】 

 
本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項 

 （必ずお読みください）  
 

近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわい
の低下が課題となっており、本市においても、持続可能な地域社会の実現には地域コミ
ュニティの活性化が急務であると考えています。 

本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うもの
です。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公
共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用され
てきました。 

街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災
性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」（国土交通
省）を目的に設けられた都市公園（公共財産）であり、その活用は公共性・公益性を持
ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有した
り、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。 

しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点で
ある街区公園等において、自分たちの大切な拠点として公園の管理・運営を行い、イベ
ント等を一定以上開催することで地域の賑わいを創出する町内会等に対し、住民主体の
にぎわいづくりの活性化と地域活動に係る財源確保を目的に、新たな公園の改良（公園
施設の設置管理等）を提案する場合、これに係る規制を緩和することとしました。 

本制度は、原則、地域のにぎわいづくりに資すると判断でき、公園の一般利用に支障
がないものであれば対象とし、町内会等が得る収益のすべてを町内会等の活動費に充て
ることを条件に、公園施設の設置・管理とこれらを活用して町内会等が収益を得ること
を特別に認めています。 

これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為に
より利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に
還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得ら
れる公共性・公益性を優先したためです。 

しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。
不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとな
っているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得や獲得方
法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方と
なるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議
決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検
討を行うようお願いいたします。 
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また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なト
ラブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に
理解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を
進めていただけるようにお願いいたします。 

なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者で
ある町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。 

最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公
園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り
消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。 

 
 

 

 

 

 

 ＜参考イメージ＞ 
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  公園改良の提案に係る申請･審査の流れ（  は町内会等が行う手続） 

前年度 

 

 

 

 

当年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度 

 

 

 

副申書発行 
（発行先は町内会等） 

 

公園施設設置許可書 
交付 

公園施設の設置等 

 

 

 

公園施設設置（継続）許
可書 交付 

 

副申書発行 
（発行先は町内会等） 

地域起こし推進課 維持管理課 

にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

 

①② 

 にぎわいづくりイベントの実施 
（２回以上） 

 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑪ 

公園改良提案に係る 
副申書作成依頼書 

提出 

事業計画書他の提出 
（公園施設設置許可申請） 

 

にぎわいづくりイベント 
実施報告書 提出 

公園施設設置（継続）許
可申請書 提出 

公園施設の設置等 
（継続） 

④ 

⑦ 

⑧ 

事業計画書の作成等 
公園改良提案に向けた準備 

 

③ 

 
⑩   実施報告書の提出 

   業務実施報告書の提出 
（指定管理者制度） 

 事業報告書・収支報告
書等の提出（年度毎）  事業報告書の提出 

（指定管理者制度） 

副申書を添付 

副申書を添付 
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具体的な手順等 

年度 
手 続   

手 順 
町内会等 

前
年
度 

当
年
度
実
施
分
に
係
る
手
続 

①② にぎわいづくりイベントの実施 
 

○ にぎわいづくりイベントの企画 
○ にぎわいづくりイベントの実施について議決 
○ 公園使用許可申請書の提出、許可書の交付（通常の様式） 

・ イベント概要が分かる資料 
・ 図面 
・ その他必要な書類等 

当
年
度 

③ 公園改良の提案に向けた準備 

○ 各種業者等との交渉等 
 
○ 事業計画書（自主事業）の作成 

記載内容は指定管理者制度に従う 
 
 
 

○ 町内会等総会（又は臨時役員会）の開催、議決 
○ その他 

 
 
 
 
 
 
 
④⑤ 事業計画書（自主事業）の申請に

係る副申書作成依頼書の提出、発
行 

 
 
 
※は継続時、前回申請より変更がなければ添

付不要 

副申書作成依頼書（様式 3） 
・ 事業計画書（自主事業）一式※ 
その他指定管理者制度に基づく書類提出 
 
・ にぎわいづくりイベント実施報告書（様式 3-1） 

（使用許可書の写を添付） 
・ 町内会等議決証明書 

 
・ 公園改良の提案に係る誓約書（様式 3-2） 
・ 団体規約※ 

 
 

・ 構成団体名簿※（町内会・自治会、連合町内会、区社会福
祉協議会以外の場合のみ） 

⑥ 事業計画書（自主事業）・公園施設
設置許可申請書等の提出、許可書の
交付 

※は継続時、前回申請より変更がなければ添
付不要 

公園施設設置許可等申請（通常の様式） 
・ 事業計画書（自主事業）※・副申書 
・ 付近見取図、公園平面図 
・ 設置物の仕様 

⑦ 公園改良の実施 ○ 公園施設の設置等の実施 
⑩ 実施報告書及び指定管理者制度に

おける業務実施報告書の提出 
・にぎわいづくりイベント・営利イベント等の実施状況 

 
次
年
度
実
施
分 

⑧ にぎわいづくりイベントの実施 
・報告及び副申書の受領 

○ ②及び④⑤に同じ 
（公園施設設置許可申請までに） 
 

⑨ 公園施設設置許可申請書（継続）の
提出、許可書の交付（3/31 まで） 

○ ⑥に同じ 

次
年
度
分 

 町内会等総会 ○ 公園施設の設置等に伴う収支決算の議決（当年度分） 
 

⑪ 事業報告書（年度毎）・収支報告書
の提出 

○ 事業報告書（年度毎） 
・事業の状況報告（得られた効果・問題点・対応策など） 
・その他指定管理者制度に基づく書類提出 

○ 公園施設の設置等に伴う収支報告書（様式 3-3） 
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地域起こし推進課 維持管理課 
 

 
備 考 

（相談対応） （相談対応） ・ 市はにぎわいづくりイベントに該当するか等も含め相談に対応。 
  ・  

 ○ 申請書の審査・
許可書の交付 

 
 

・ 通常の使用許可手続 

（相談対応） （相談対応） ・ 市は、町内会等と各種業者等との交渉に直接関与しないが、町内会
等からの相談があれば、対応する。 

（相談対応） （相談対応） 

・ 指定管理者である町内会等が、指定管理者制度内の自主事業として
行うための事業計画書を作成する。区地域起こし推進課は事業計画
書作成に係る相談に対応・支援し、適宜、町内会等と共に区維持管
理課と協議を行い、指定管理者制度上、支障のないように作成しま
す。 

  ・ 町内会等が、活動実施や収支計画について議決する。 
（相談対応） （相談対応） ・ 市は状況に応じて相談に対応 

  ・ 町内会等に該当すること、街区公園等に該当することを確認する。 
 

 
 

 ・ 設置・管理の目的、効果を確認する。 
・ 設置により想定されるデメリットとその対策を確認する。 
・ 公園施設の設置等の収支計画を確認する。 

 
 

 ・ 前年度のにぎわいづくりイベントの実施状況を確認する。 

受付、内容確認 
副申書の交付  

状況に応じて連携 ・ 町内会等の活動として公園の改良を行うことや収支計画を確認す
る。 

  ・ 誓約書に記名があることを確認する。 
 

 
 

 
 

・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場
合は、「活動目的に地域コミュニティの活性化を図る旨の内容が含ま
れていることを確認する。 

 
 

 ・ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場
合、構成団体を確認する。 

 
 
 
 

○ 申請書の審査・
許可書の交付 

 

・ 町内会等は、通常の設置許可申請書に副申書を添付し提出する。 
・ 審査、許可書の発行は通常の手続 
 

   
報告書受理・確認 報告書受理・確認 

（指定管理者制度） 
・事業計画書のとおり活動しているか確認する。 

受付、内容確認 
副申書の交付 
（相談対応） 

状況に応じて連携 

・ 次年度へ継続に向け、にぎわいづくりイベントの実績要件を満たし
ていることについて確認する。 

・実績として認められるにぎわいづくりイベントに該当するか否か
を確認する。 

 ○ 申請書の審査・
許可書の交付 

 

  ・町内会等が、活動実施や収支決算について議決する。 

報告書受理・確認 
（相談対応） 

報告書受理・確認 
（相談対応） 

（指定管理者制度） 

・ 事業計画書のとおり活動しているか確認する。 
・ 収益を町内会等へ充当したことを確認する。 

区維持管理課への自主事業における収支報告書の提出は不要。 
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(3) 副申書作成依頼書の内容確認チェック票（地域起こし推進課用） 

※は継続時前回申請より変更がなければ添付不要 

区分 確認内容 確認方法 
適

否 

共通事項     

提出書類 必要な提出書類が揃って

いるか。 

記名、署名、記載事項にも

れはないか。 

物
販
等
を
主
目
的
と
す
る
営
利
活
動 

公園使用許可申請書に係る副申書作成依頼書（様

式 1） 
  

営利活動実施計画書（様式 1-1）   

営利活動に係る誓約書（様式 1-2）   

町内会等議決証明書   

団体規約   

構成団体名簿（町内会等以外の場合）  

その他 近隣説明計画書など（必要となる場合）   

自
動
販
売
機
の
設
置 

公園施設設置許可申請書に係る副申書作成依頼書

（様式 2）（継続時は様式 2-5） 
  

自動販売機設置計画書（様式 2-1） 

（継続時は様式 2-6） 
  

にぎわいづくりイベント実施報告書（様式 2-2） 

（公園使用許可書の写しを添付） 
  

自動販売機の設置に係る誓約書（様式 2-3） 

（継続時は様式 2-7） 
  

町内会等議決証明書   

団体規約※   

構成団体名簿（町内会等以外の場合）※   

その他  

公
園
改
良
の
提
案 

公園改良の提案（自主事業）の申請に係る副申書

作成依頼書（様式３）（継続時は様式 3-4） 
  

事業計画書一式（自主事業）※   

にぎわいづくり活動実施報告書（様式 3-1） 

（公園使用許可書の写しを添付） 
  

町内会等議決証明書  

公園改良の提案に係る誓約書（様式 3-2）（継続時

は様式 3-6） 
  

団体規約※   

構成団体名簿※（町内会等以外の場合）   

その他  
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区分 確認内容 確認方法 
適

否 

制度活用 

の 

前提条件 

本制度による収益は、申

請団体の活動費に充当す

ること。 

収支予算書に具体的な金額が記入され、活動費への充当額

が明記されている。 
  

町内会等で実施するものとして、議決証明書が添付されて

いる。 
  

記名、署名のある誓約書が添付されている。   

活動場所 対象の街区公園等である

こと。 
維持管理課に確認 

（事前にリストを入手し確認することも可） 
  

組織要件 町内会等に該当するこ

と。 
    

① 単位町内会・自治会 地域起こし推進課内で町内会として把握していることを確

認 

  

② 連合町内会   

② 地区社会福祉協議会 区社会福祉協議会に確認   

③ 公益的活動を行うこ

とを目的とし、かつ上記

①②のいずれかの団体が

構成員として加わる地域

団体 

団体規約等に、地域コミュニティの活性化を図ることが活

動目的として含まれている。 
  

構成員名簿を確認し、当該地域内の町内会・自治会等が含

まれており、その他、地域コミュニティの活性化を図る上

で支障となる団体が含まれていないこと。 

  

自動販売機の設置     

維持管理

実績 

活動場所の街区公園等の

指定管理者又は広島市街

区公園清掃等報奨金制度

利用団体であること。 

当該街区公園等の指定管理者であることを、維持管理課に

確認（事前にリストを入手し確認することも可） 
  

清掃等報奨金制度利用団体であることを、維持管理課に確

認（事前にリストを入手し確認することも可） 
  

活動実績 前年度中に、にぎわいづ

くりイベントを２回以上

実施していること。 

にぎわいづくり活動実施報告書に２回以上の活動が記載さ

れている。 
  

上記報告書に記載した許可書の写しが添付されている。   

公園改良の提案     

維持管理

実績 

活動場所の街区公園等の

指定管理者であること。 

当該街区公園等の指定管理者であることを、維持管理課に

確認（事前にリストを入手し確認することも可） 
  

活動実績 前年度中に、にぎわいづ

くりイベントを２回以上

実施していること。 

にぎわいづくり活動実施報告書に２回以上の活動が記載さ

れている。 
  

上記報告書に記載した許可書の写しが添付されている。   
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にぎわいづくりイベントに該当するもの 
公園管理事務の手引き（財産管理編） 利用項目ごとの取扱い（P.39～41） 

No. 利用項目 説  明 
 
 

 

１ 
ソフトボール、野
球、サッカー等の
球技 

 原則は、有料公園施設や相当な広さがあり、ネット設備等を有する多目的広場の利用を
指導する。 
 ネット設備等を有しない公園において、他の利用者に迷惑を及ぼす可能性がある場合は、
利用を制限する。 

２ グランドゴルフ、
ゲートボール 

 原則、自由使用とする。但し、大会を行う場合はスポーツ大会として許可を要する。 
 

３ ゴルフ  公園内では禁止する。また、素振り等の練習も危険なため禁止する。 

４ 
ニュースポーツ 

（ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、BMX、
ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄなど） 

 原則、自由使用とする。但し、安全性の点から公園管理者が公園内で実施可能か判断す
る（判断の際の考え方：ボール等が予測できない方向へ飛んでいく可能性があるか、硬い
ボーなどを使用するか、器具を振り上げて使うかなど）。 

５ スポーツ大会 
 許可を要する。申請時に地元との利用調整を指導する。マラソンのスタート＆ゴールと
しての使用もスポーツ大会として扱う。 
 また、企業の宣伝につながるような幟や横断幕を掲出しないよう指導する。 

６ スポーツ教室  営利目的ではなく、他の利用者への迷惑や危険が生じないものであれば、地元調整を指
導のうえ、自由使用として認める。 

７ 花火 

 手持ちの花火は禁止しないが、安全に十分注意し、近隣住民の迷惑にならないよう指導
する。打ち上げ花火は危険性が高いので、原則として禁止する。ただし、地域住民等によ
る慣習的なものであり、かつ、近隣住民の同意が得られ、安全が確保できれば、認めるこ
とができる。 

８ キャンプ 
 宿泊を伴う使用は、禁止する。火気については、直火の使用は禁止する。バーベキュー
コンロなどでの使用は可能とするが、安全に十分注意し、後片付けを確実に行うよう指導
する。安全性が確保できない場合は、バーベキューコンロなどの使用も禁止する。 

９ 花見 
 自由使用として扱う。火気については、直火の使用は禁止する。バーベキューコンロな
どでの使用は可能とするが、安全に十分注意し、後片付けを確実に行うよう指導する。安
全性が確保できない場合は、バーベキューコンロなどの使用も禁止する。 

10 遠足  自由使用として扱う。 

11 盆踊り、祭り  許可を要する。申請時に地元との利用調整を指導する。櫓やテントを設置する場合は、
準備・撤収の期間も含めて許可対象期間とする。 

12 運動会  許可を要する。申請時に地元との利用調整を指導する。社内運動会は、許可しない。地
元幼稚園の運動会は許可する（練習は、自由使用の範囲内で認める。）。 

13 写生大会  原則許可を要する。但し、学校の授業等によるものは、自由使用として扱う。 
14 写真・映画撮影 業として撮影を行う場合は、許可を要する。 

（自由使用の事例） 
・スナップ写真等の撮影 ・官公署職員による業務上の撮影 
・趣味サークルの撮影会等（但し、排他的・独占使用にあたる場合は集会として扱う。） 
（許可使用の事例） 
・映画、TV 番組、CM 制作のための撮影 ・新聞、TV 報道のための撮影 
・企業、官公署が作成するパンフレット等のための撮影 

15 防災消防訓練  許可を要する。訓練内容を十分把握し、火気使用の場合などは安全確保・施設保全の観
点から十分指導する。 

16 キャンペーン  許可を要する。公益上の目的があるもののみ許可する。 
（営利目的のものは許可しない。） 
 
 

17 集会  許可を要する。単なる集合、解散のための使用は自由使用として扱う。 
 （選挙出陣式は集会として扱う。） 
 
 

18 出店（露店）  原則許可しない。 
 但し、次の場合は許可する。 
・公益性のあるイベントに付随するもの 
・地元住民に受け入れられている慣例行事（祭礼行事、盆踊など）に付随するもの 
 

19 興行（ｻｰｶｽ、野外ｺ
ﾝｻｰﾄなど） 

 許可を要する。 

20 募金活動  強要することなどにより、公園利用者の迷惑となる行為であるため、原則許可しない。 
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 本制度における取扱い 
区  分 にぎわいづくり 

イベント 
（使用許可必要）

取扱いの考え方等 自由使用 許可使用 

○ ○ 
（大会を行う場合）

× 
大会を行う 
場合は５ﾍ 

自由使用の範囲内のものは、にぎわいづくりイベントには該当しない。 
 
 
 

○ ○ 
（大会を行う場合）

× 
(大会を行う場合は５ﾍ) 

自由使用の範囲内のものは、にぎわいづくりイベントには該当しない。 

× × × 禁止行為のため、不可。 

○ ○ 
（大会を行う場合）

× 
大会を行う 
場合は５ﾍ 

自由使用の範囲内のものは、にぎわいづくりイベントには該当しない。 
 
 

× 
 

○ 
 

○ 
にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
ただし営利目的でないもの。 

○ × × 自由使用のみしか認めていないため、不可。 
 

○ △ △ 
にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
ただし、自由使用の範囲内のものや、町内会等の住民等が全く参加しな
いものはにぎわいづくり活動に該当しないことから、にぎわいづくりイ
ベントに該当しないものとして扱う。 

○ × × 
自由使用のみしか認めていないため、不可。 
 
 

○ × × 
自由使用のみしか認めていないため、不可。 
 
 

○ × × 自由使用のみしか認めていないため、不可。 

× ○ ○ にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
 

× ○ ○ にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
 

○ ○ ○ にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 

○ ○ × 

直接的に人を呼び込むための行為でない（にぎわいづくり活動に該当し
ない）ため、にぎわいづくりイベントに該当しないものとして扱う。 
 
 
 
 

× ○ ○ にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
 

× ○ ○ 
にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
町内会等が主催（仲介含む）する場合は、該当。 

公益的なキャンペーンのほか、営利企業の販促イベント等に対し、
町内会が使用させる例も含む。 

× ○ △ 
にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
ただし、町内会等の住民等が全く参加しないものはにぎわいづくり活動
に該当しないことから、にぎわいづくりイベントに該当しないものとし
て扱う。 

× 

○ 
特定の場合 

のみ 
許可する 

○ 
物品販売等を 
主目的とする 

営利活動 

地域の慣例行事に付随するもの（特定の場合のみ許可するものに該当）
のほか、営利活動を主目的としたものも実施可能とし、にぎわいづくり
イベントに該当するものとして扱う。 

営利企業等による営利イベント等に対し、町内会が使用させる例も
含む。遠方産地からの直売会など。 

× ○ ○ にぎわいづくりイベントに該当するものとして扱う。 
（町内会等が興行主に使用させる場合を含む。） 

× × × 禁止行為のため、不可。 



 

 

 

 

 

 


